
 

早稲田大学校友会青梅稲門会  

 

第２９回定期総会・講演会・懇親会  

 

日 時 平成３０年６月２３日（土） 

       午後３時～午後６時 

場  所  青梅市総合体育館１ F 

レストラン  ガンバ！ガンバ！！  

＜総  会＞  

１   開会の辞  

 

２   議   事  

（１）第１号議案  平成２９年度事業報告  

（２）第 2 号議案  平成２９年度収支決算報告・監査報告  

（３）第３号議案  平成３０年度事業計画（案）  

（４）第４号議案  平成３０年度収支予算（案）  

（５）第５号議案  平成３０年度役員人事（案）  

（６）添付資料   青梅稲門会会則  

 

３   閉会の辞  

 

＜講演会＞        

 ・演  題  『西安・敦煌の旅行から』  

 ・講  師  白井  裕泰氏  1974（理工学部）  

講師である工学博士の白井先生は、理工学部建築史教室で木造建築の研究に取り組

まれ、ものつくり大学技能工学部建築学科教授として勤務の傍ら、ベトナムに遺る古都・フ

エ城宮殿の修復と復元事業を完了され、その成果 ｢ベトナム・フエ城宮殿建設の修復と復

元｣と題し刊行されました。  

また本学のエクステンション中野校の 2018 年春、世界の建築文明史の講座を担当され

ています。その活躍はエジプトなど海外だけでなく、実は早くから多摩地域の文化遺産であ

る御嶽神社の旧本殿をはじめ、天寧寺、安楽寺、塩船観音寺など社寺、古民家の調査・

保存修理事業を担当された木造建築史の第一人者です。今回は本年 3 月に羽村稲門会

のメンバーと訪問された「西安・敦煌の旅行」から特に敦煌莫高窟（とんこうばっこうくつ）の

壁画・塑像のお話を伺います。  

 

<懇親会> 



第１号議案  

平成２９年度事業報告  

 

＜主な対外交流等＞  

平成２９年  

５月１５日   あきる野稲門会定期総会  

６月１０日   福生稲門会定期総会  

６月１０日   羽村稲門会定期総会  

６月２４日   第２８回定期総会  

７月  １日   早稲田大学商議員会  

    ８月２０日   早稲田大学校友会東京三多摩支部会長会（西東京）  

９月３０日   秋季代議員会・幹事長事務局長会（大隈講堂）  

１０月１４日   立川稲門会定期総会  

１０月１５日   ２０１７稲門祭  

   １１月１２日   早稲田大学校友会東京三多摩支部大会 (大隈講堂 )  

   １１月１８日   昭島稲門会定期総会  

１１月２５日   青梅・五日市線合同稲酔会 (福生田村酒造場 ) 

   １２月  １日   ２３区支部・三多摩支部合同会長懇談会    

   １２月  ３日   早稲田大学商議員会  

   １２月  ９日   羽村稲門会コンサート (共催 ) 

            早稲田大学ハイソサエティー演奏会 (羽村稲門会主催 ) 

平成３０年    

   ２月  ４日   武蔵村山稲門会定期総会  

   ２月２７日    早慶懇談会 <三田会主催 >(青梅稲門会・青梅三田会 ) 

   ３月  ３日   春季代議員会・幹事長事務局長会（大隈講堂）  

＜主な会内活動＞  

◎役員会（計６回開催）  

４月２１日、５月２６日、６月１７日、９月９日、１１月２日、  

３月３１日  

◎同好会活動  

 ○歴史同好会（青梅再発見プロジェクト）  ５月２０日、１１月１１日  

 ○カラオケ同好会  ８月１９日  

  

◎ホームページ運営   

常に内容更新を行い情報発信に努め、入会希望・活動照会などに幅広く  

活用中。平成２６年 1 月開設以来のアクセス数は約１５ ,０００回を数える。 

 

 

 

 



 

 

 

収入の部 単位：円

定期総会会費

祝い金その他

校友会組織強化補助費

前年度より繰越金

支出の部 単位：円

（別途） 基本金積立財産として
青梅信用金庫　河辺支店　定期預金　588,083　円

上記のとおり報告いたします。

平成30年6月23日
　青梅稲門会　会計幹事　　　　浜中　茂

金　　　額科　　　　　目

定期総会費用 105,600

上記の決算報告は、正確かつ適正であることを認めます。

渉外費

監　査　報　告

WASEDAサポーターズクラブ寄付金

稲門祭景品協賛

新入会員増強費

50,000

25,755

8,176

10,580

90,080

14,190

第2号議案

248,000

583,041

993,341

平成２９年度　収支決算報告

自　平成２９年４月　１日

合　　　　　計

95,000

67,300

科　　　　　目 金　　　額

至　平成３０年３月３１日

合　　　　　計

会議費

688,960

993,341

事務費

次年度繰越金

平成30年6月23日

青梅稲門会　監事　　松　永　　　　勇
　　　　　　　　　　　　　髙　野　朝　久



第３号議案  

 

 

平成３０年度 事業計画（案）  

 

自  平成３０年４月  １日  

至  平成３１年３月３１日  

 

 

 

 

１ 定期総会、役員会等の開催  

 

 

２ 会員親睦と参加意識向上を目的とする同好会活動の充実  

 

 

３ 近隣稲門会及び地域関係諸会との交流、親睦  

 

 

４ 大学及び校友会本部・支部実施事業への協力  

 

 

５ 更なる新規会員加入に向けた諸方策の実施  

 

 

６ その他、当会の目的を達成するための事業の開催  

 

 

 

 

 

  



 

収入の部 単位：円

会費（定期総会）

祝い金その他

校友会組織強化補助費、その他収入

前年度より繰越金

支出の部 単位：円

平成30年6月23日

　青梅稲門会　会計幹事　　　　浜中　茂

　　　　　　　　　　自　平成３０年４月　１日

　　　　　　　　　　至　平成３１年３月３１日

会議費 20,000

事務費 30,000

科　　　　　目 金　　　額

定期総会費用

1,226,960

688,960

30,000若手校友交流費

130,000

248,000

第4号議案

平成３０年度　収支予算（案）

科　　　　　目 金　　　額

100,000

1,226,960合　　　　　計

661,960予備費

早慶懇談会会費

早慶懇談会費用 140,000

120,000

30,000新入会員増強費

70,000

合　　　　　計

稲門祭景品協賛 25,000

WASEDAサポーターズクラブ寄付金 50,000

渉外費 110,000



 

 

 

 

 

第５号議案

役　　職

会　長

副会長

副会長

幹事長

副幹事長

副幹事長

副幹事長

会計幹事

副会計幹事

副事務局長 広報・女性会員担当

副事務局長

副事務局長

副事務局長

相談役

監　事

監　事

顧　問

◎商議員・代議員（青梅稲門会選出）

商議員

　 代議員

代議員

山﨑　　茂 昭和５５・政経 当会幹事長

浜中　　茂 昭和６０・文学 当会会計幹事

昭和４３・教育 当会会長

髙野　清三郎 昭和２６・商学

大倉　十彌也

中原　秀文 昭和６１・法学

松永　　勇 昭和４２・政経

髙野　朝久 平成　７・商学

村井　謙介 昭和３９・理工

広報担当

前会長（６代）

兼副会計幹事

会長経験者（初代）

広報担当

会計担当

青梅稲門会役員人事（案）

平成３０年度

氏　　　名 卒年・学部 備　　　考

宮城　徹 昭和４７・政経

大倉　十彌也 昭和４３・教育

橋本　光正 昭和４１・文学

谷内　幸恵 平成　７・教育

田中　洋一郎 平成　９・法学

石川　芳彦 平成　８・法学

山﨑　茂 昭和５５・政経

玉川　克身 昭和５３・商学

宿谷　信夫 昭和５９・教育

浜中　諭 昭和５５・法学

副島　茂利 昭和５８・文学

浜中　茂 昭和６０・文学



早稲田大学校友会青梅稲門会  会則   

 

 

第１章  総  則  

（名称）  

第１条  当会は、早稲田大学校友会青梅稲門会と称する  

（目的）  

第２条  当会は、会員相互の親睦を図り、母校早稲田大学の発展に寄与する

ことを目的とし、地域社会への貢献にも努めるものとする。  

（本拠地）  

第３条  当会は、青梅稲門会長宅にその本拠地を置く。  

（管轄地域）  

第４条  当会は、東京都青梅市並びに西多摩郡奥多摩町を管轄とする。  

    

第２章  会  員  

（会員の構成）  

第５条  当会は、次の会員を以て組織する。  

    １  正会員  

    ２  準会員  

    ３  家族会員（正・準会員の家族）  

（正会員資格）  

第６条  正会員は、早稲田大学校友会規則第６条及び第３４条に規定する早

稲田大学卒業生等のうち、第４条の管轄地域及び西多摩郡瑞穂町の在

住、在勤者とする。  

（準会員資格）  

第７条  準会員は、第４条の管轄地域及び西多摩郡瑞穂町に在住する早稲田

大学各学部の  

在籍者とする。  

（加入及び退会）  

第８条  正・準会員の加入及び退会は、会長に届け出ることにより随時でき

るものとする。  

 

第３章  総  会  

（総会）  

第９条   当会の最高意思決定機関として総会を置く。  

（総会の構成）  

第１０条  総会は正会員を以て構成する。  

 

（総会の種類）  

第１１条  年一回定期総会を開催し、必要に応じて臨時総会を開催すること

ができる。  



（定期総会開催の時期）  

第１２条  定期総会は、毎年４月から７月の間に開催するものとする。  

 

第４章  役員及び役員会  

（役員選出方法）  

第１３条  役員は、正会員の中から定期総会の承認を経て任命されるものと

し、年度中においても必要と認められるときは、役員会の承認を経

て役員の補充ができる。但し、新たに補充された役員は、就任後最

初の定期総会での承認を得ることを要する。  

（役員の任期）  

第１４条  役員の任期は２年とし、就任には定期総会での承認を要する。な

お、任期中の退任の場合は、役員会の承認を得るものとする。また、前

条の補充役員の任期は、現任役員の任期満了までの期間とする。但し、

現任役員及び補充役員ともにその再任を妨げない。  

（役員の種類）  

第１５条  役員は、互選により次の役職に就任するものとする。  

     １  会長        １名  

     ２  副会長       若干名  

     ３  幹事長       １名  

     ４  副幹事長      若干名  

     ５  事務局長      １名  

     ６  副事務局長     若干名  

     ７  会計幹事      １名  

     ８  副会計幹事     若干名  

     ９  幹事        若干名  

    １０  監事        ２名  

    １１  顧問・相談役    若干名  

（役員の職務）  

第１６条  役員の職務概要は、次のとおりとする。  

    １  会長は、会務を総括し、対外的に当会を代表する。  

    ２  副会長は、会長を補佐する。また副会長のうち１名は、会長の

指名により会長職務代行者とする。  

    ３  幹事長は、会務全般を監督し、会内部における意見調整・諸活

動の統括管理等を行う。また校友会支部との連携を担当する。  

    ４  副幹事長は、幹事長を補佐する。  

    ５  事務局長は、会務のうち名簿・会旗等の管理、会内外連絡事項

の収受発送、役員間及び会員間の情報共有の他、所要の庶務を

行う。  

    ６  副事務局長は、事務局長を補佐する。  

    ７  会計幹事は、当会の会計責任者とし、当会名義の預貯金等資産

を管理し、  



出納及び校友会本部組織強化補助費等の請求を担当する。また

定期総会において予算及び決算の報告を行う。  

    ８  副会計幹事は、会計幹事を補佐する。  

    ９  幹事は、役員会の会務を補佐する。  

   １０  監事は、会計監査を行う。  

１１  顧問・相談役は、役員経験者を充て、会務の遂行に関し助言・支

援を与える。  

（役員会）  

第１７条  役員会は、総会の委任を受けて会務を遂行し、必要があると認め

るときは随時これを開催する。役員会の開催にあたっては会長また

は副会長いずれか１名以上の出席を要し、役員会における議決方法

等については別途規程を定める。   

 

第５章  会計及び会費  

（会計期間）  

第１８条  当会の会計期間は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わ

る。  

（小口現金の給付）  

第１９条  会計幹事は、会務の円滑な遂行のため必要に応じて、役員にあら

かじめ小口現金を給付することができる。この場合において当該給

付を受けた役員は、会務遂行後に支出内訳に証票を添えて会計幹事

へ精算申告をしなければならない。  

（会費）  

第２０条  会員は役員会で定められた年会費を納めるものとする。  

（活動費の徴収）  

第２１条  当会の公式行事及び公認の活動等においては、出席会員から活動

費を徴収することができる。  

 

第６章  対外交流  

（商議員の選出）  

第２２条  早稲田大学校友会規則第３３条第２項及び商議員選出規程第２条

に基づき、当会会長は商議員に選出されるものとする。  

（代議員の選出）  

第２３条  早稲田大学校友会規則第１９条第３項及び代議員選出規程第２条

に基づき、当会幹事長及び事務局長を含む２名を代議員に選出する

ものとする。  

（商議員会費）  

第２４条  商議員の年会費については、申し出により当会の公費支出とする

ことができる。  

（公費支出の対外交流経費）  

第２５条  対外交流経費のうち、当会が招待を受けた他の稲門会定期総会へ



の出席費用（祝儀）については、当会の公費支出とする。  

（その他の対外交流経費）  

第２６条  前条規定以外の対外交流経費については、原則として公費支出と

しない。  

    但し、役員会において公費支出が認められた場合はこの限りでない。 

 

第７章  雑  則  

（会則の変更）  

第２７条  本会則は、定期総会出席者の過半数の同意を経なければ変更する

ことができない。  

（規程の制定及び改廃）  

第２８条  規程の制定及び改廃は、役員会の決議を以てこれを行う。  

 

 

 

 

附  則  

１．この会則は、平成２７年６月２７日より施行し、平成２７年４月１日よ

り適用する。  

 


